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E-mail
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/Height /Eyes /Hair

/Other distinguishing marks or information:

/Blood type

IDENTITY CARD

PERMANENT
for civilian medical personnel

TEMPORARY

/Name

/Date of birth

/PHOTO OF HOLDER

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August

1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August

1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed

Conflicts Protocol I in his capacity as

/Stamp /Signature of holder

/Date of issue /No. of card

/Signature of issuing authority

/Date of expiry

/Height /Eyes /Hair

/Other distinguishing marks or information:

/Blood type

IDENTITY CARD

for civil defence personnel

/Name

/Date of birth

/PHOTO OF HOLDER

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August

1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August

1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed

Conflicts Protocol I in his capacity as

/Date of issue /No. of card /Stamp /Signature of holder

/Signature of issuing authority

/Date of expiry

105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

106



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

107



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

108



唐津市国民保護協議会運営要領 

（目的） 

第１条 この要領は、唐津市国民保護協議会条例（平成１８年条例第１７号）第５

条の規定により、唐津市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の代理出席） 

第２条 委員がやむをえない事情により出席できないときは、当該委員と同一の機

関又はその組織に属する者で、あらかじめその委員が指名する者にその権限を委

任し代理者を出席させることができる。 

（協議会の所掌事務） 

第３条 市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、国

民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するものとする。 

２ 市長の諮問に応じて市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項

を審議するものとする。 

３ 前項の重要事項に関し、市長に意見を述べるものとする。 

４ 協議会は、その所掌事務を実施する場合において、協議会で審議する事項及び

関連する事項についての調査研究等に当たり、必要により、国民保護法第３３条

第６項の定めを準用し、その事務を処理する。 

（会議の公開） 

第４条 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、会議を公開しないことができる。 

 (1) 唐津市情報公開条例（平成１７年条例第１０号）第５条各号に規定する非開

示情報に該当すると認められる事項について審議を行う場合 

 (2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が

生じると認められる場合 

２ 会長は、前項ただし書きにより会議を公開しないことを決定した場合は、その

理由を明らかにするものとする。 

（会議の傍聴） 
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第５条 会長は、会議の傍聴を希望する者があれば、会議の傍聴を認めることがで

きる。 

２ 協議会の会議を公正かつ円滑に運営するため、次のことを遵守するものとする。 

 (1) 協議会開催中は、静粛に傍聴するものとし、言論に対して拍手その他の方法

による公然と可否を表明しないこと。 

 (2) 騒ぎ立てる等、議事進行を妨害しないこと。 

 (3) その他会場の秩序を乱し、協議会の妨害となるような行為をしないこと。 

３ 傍聴者が前項に違反したときは、会長が注意し、なお、これに従わないときは

退出させることができる。 

（会議録の作成） 

第６条 会長は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成し保管するものと

する。 

 (1) 会議の日時及び場所 

 (2) 出席委員の氏名 

 (3) 会議に付した案件 

 (4) 会議の経過 

 (5) 議決事項 

 (6) その他参考事項 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、総務部危機管理防災課に置く。 

（補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定めるものとする。 

 

   附 則 

この要領は、平成１９年１月２４日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和６年１２月４日から施行する。 
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